
海外引越単身プラン

台北市・台中市・新北市・桃園市・新竹市・基隆市内に限ります。 　

※その他の地域は日本側窓口へお問い合わせ下さい。

取扱い対応エリア

お荷物を取扱いできる条件

ご用意いただく書類

・ご本人入国後、6 ヶ月以内であること。

・ご本人が台湾へ入国していること。ご本人様入国後の通関となります。

・台湾ご入国の際に、パスポートに台湾入国印が押されていること。また別送品申告
※

をされていること。

※ 別送品申告は台湾の空港に到着後、必ず行ってください。申告を忘れた場合は全課税通関となる場合がございます。

※ 台湾お届け時に、階段を使用し 3 階以上に配達する場合は、階段作業費用（TWD525）がかかります。

　 こちらの費用は台湾にてご精算となります。

・台湾での通関完了後にお荷物をお預かりする場合、保管料がかかります。

※ こちらの費用は台湾にてご精算となります。

①日本側でいただくもの 

□ パスポートのコピー（顔写真のページ）　

□ ビザページのコピー（滞在期間が６ヶ月以上のビザが必要）

□ 旅程表（Ｅーチケット）コピー

  

②台湾側でいただくもの

□ 台湾入国印コピー（パスポート内） 

　 コピー余白に入国時のフライト便名をご記入下さい 。

※ 入国時に自動ゲートを通過するとパスポートに入国印が押されません。必ず有人のゲートで入国印をいただいて下さい。

　 ご入国後、速やかに 弊社（台湾）へご送付願います。

③下記の方の場合は以下の書類が必要になります。

□ 台湾籍の方＝「中華民国身分証明書」の表裏両面コピー（携帯されていない方は台湾にてご提出ください）

この商品をご利用いただく際の条件です。スムーズなお届けのためにも、必ずご確認をお願いいたします。
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調味料、乾物、サプリメントを含むすべて食品・飲料品

・ポルノ　・政治的文書　・共産主義を宣言する書籍、物品文書・書籍

・偽造されたもの　・海賊版の物品偽造・海賊版

・現金、有価証券（手形、小切手、商品券）、貴金属、古美術品

・価格価値の算定が困難なもの（思い出の品物など）

・クレジットカード、パスポート、免許証など

貴重品

 お荷物としてお受け出来ないもの

マッチ、ライター

わら製品

電動アシスト自転車など

調味料

古美術品

毒物類

ドライフラワー

思い出の品

モデルガン、模造刀

ワシントン条約で
禁止されているもの

サプリメント 現金

花火、火薬

種、球根、土

ノートパソコン

貴金属

香水、マニキュア

生きている動物

腐りやすいもの

クレジットカード

海外引越単身プラン

この商品をご利用いただく際の条件です。スムーズなお届けのためにも、必ずご確認をお願いいたします。

発送の条件についてご確認ください　（2/6）

Rev. 2024.03

TW1

台湾
TAIWAN

海外引越
クロネコヤマトの



 お荷物としてお受け出来ないもの（つづき）

※送るときに注意が必要なこと
◎ 新品と判断される電化製品及び家具は課税の対象となります。また検査品目のため、現地において輸入通関に日数がかかり

　 ますので、ご希望の配達日より遅れることもございます。予めご了承下さい。

◎ 電化製品は同じ品物が２個以上ある場合や、中古品であっても新品と判断された場合、課税の対象となります。

◎ 日本の電化製品は電圧の違いで支障をきたす場合がございます。保険の対象ではございませんのでご了承下さい。

◎ 化粧品に関しては、特に規制などはございませんが、あくまで個人の使用量に限るものであり、常識に照らしてご判断いただ

　 くことになります。

◎ マスクは、1 人当たり 2 5 0 枚までお引取りができます。

◎ ピアノは課税品目です。新品・中古に関わらず 15％〜の関税が発生します。

・法令などにより各種証明書や承認書がないと送れないもの全般

・種、球根、土（土が付着したものを含む）

・わら製品（ゴザなど）　・生きている動植物　・ドライフラワー
動植物関連

・車両（自動車、バイク、電動アシスト自転車など）

・船舶（カヌー、カヤック、ゴムボートなど）　・腐りやすい物　・賭博用品
その他

ワシントン条約によって取引の禁止されている皮 / 毛皮 / 角 / 骨 / 象牙などの加工品

（毛皮、敷物、ハンドバッグ、ベルト、財布、アクセサリー、漢方薬、ギター、ウクレレなど）
ワシントン条約

・パソコン、モニター、ルーター、モデム、パソコン周辺機器全般、3D プリンター

・量子コンピューター、分光器、光源、ハイパースペクトルカメラ、マイクロスコープ、

　ジャイロスコープなど　・部品を含むドローン　・トランシーバー

電化製品

・麻薬および向精神薬など　

・処方がいらないもの（市販薬、血圧計、体温計、医療機器など）

・処方がいるもの（処方薬、CPAP、コンタクトレンズ、皮下注射器など）

医薬品・医薬部外品等

・火薬類（花火、火薬）、高圧ガス（ガスボンベ、スプレー缶）

・可燃性物質（マッチ、ライター、香水、タバコ、葉巻、マニキュア、除光液）

・毒物類（毒物、劇物と書かれた薬品等）

・武器（拳銃、刀剣類　※模造刀も不可、モデルガン、スタンガン）

爆発物・危険物

海外引越単身プラン

現地お問い合わせ連絡先

台湾ヤマト運輸 　台北支店（国番号：８８６）

TEL （02）2700-9605 / FAX （02）2754-1977
E-mail  ytctpe@yamato.com.tw
＊ お問い合わせ時は『単身プラン』をご利用の旨お伝えください。＊ 土日の営業は行っておりません。
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※万が一、写真を撮らせてもらえない場合は、下記を係員へお見せください。
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